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水は誰のものか？
日本と世界の水道民営化

内田聖子
アジア太平洋資料センター（PARC)共同代表

１．日本の水道事業の
現状と課題

日本の水道が抱える課題

１．人口減少に伴う水需要の減少
⇒40年後には人口が3割減少
⇒自治体の水道料金収入の低下

２．水道施設の老朽化
⇒水道管路の法定耐用年数は40年。

すべての管路更新には130年
⇒耐震適合率は37.2％、大規模災害時に断水のリスク

３．職員数の減少
⇒自治体の水道職員は30年で4割減少。現在約4万5000人。
⇒特に中小の自治体では１～3人の職員数 総括原価方式

水道事業に必要な運営費（職員給与、動力費、光熱費、減価償却費など）や
受水費（ダムや近隣の浄水場からの水供給費用）を、給水人口で割る方法
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２．日本の水道民営化
PFI・コンセッションの問題点

水道法改正（2018年12月）

水道法改正案を賛成多数で可決した
衆院厚労委。2018年12月5日

改正の目的：
水道事業の経営基盤を
強化し、様々な課題を解
決する

水道法改正案のポイント

 水道事業者に、施設の維持・修繕や
台帳整備を義務付け。収支の見通し
公表を求める

 国が水道基盤強化のために基本方
針を策定。都道府県や市町村の責
務も規定

 広域連携を進めるため都道府県が
市町村などでつくる協議会を設置可
能に

 自治体が水道事業の認可や施設の
所有権を持ったまま、民間企業に運
営権を売却できるコンセッション方式
の導入

PFI（プライベート・ファイナンス・イニシア
ティブ）＝Private Finance Initiative
PPPのスキームの一種で、公共施設等の建設、
維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び
技術的能力を活用して行う新しい手法。1999年に
PFI法制定。（内閣府のウェブサイトより）

官民連携（PPP）
＝Public Private Partnership
公民（官民）が連携して公共サービスを提供す
るスキーム
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PFIの対象施設 （PFI法第2条第1項）

①公共施設：道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、
水道、下水道、工業用水道等

②公用施設：庁舎、宿舎等

③賃貸住宅及び公益的施設：
賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施
設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等

④ その他：情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー
施設、リサイクル施設、観光施設、研究施設 、船舶、航
空機等の輸送施設及び人工衛星

三井住友信託銀行 調査月報 2014年2月号
社会資本整備におけるPPP/ＰＦＩの可能性

公
共

民
間

PFI・コンセッション
方式とは？
＝ほぼ民営化
＝完全民営化の

一歩手前

金融機関

出資者

資本金

融資・投資

設計会社 建設会社 維持管理会社 運営会社

発注

抵当権設定

PFIコンセッションのしくみ

運営権は物件であり、
抵当権の設定が可能。

配当金

コンセッション方式の主な論点

１．料金の値上げ

２．水質・サービスの悪化

３．災害・非常時の対応がおろそかに

４．職員・技術が自治体から失われる

５．地域経済への貢献

６．財務情報等の開示（自治体、住民に対して）

７．自治体によるモニタリングは可能か？

８．契約内容の不履行時の紛争

★そもそも、現状の水道が抱える課題の解決策と
なりえるのだろうか？
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国交省資料より

水道のコンセッションも2019年3月末までに決定予定だったが・・・
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2019年1月13日 浜松市での全国集会

上工下水一体官民連携運営の検討について（みやぎ型管理運営方式の導入）
平成29年7月7日 宮城県企業局 ※公共サービスイノベーション・プラットフォームin東北

平成28年度上下水道コンセッション事業の推進に資する
支援措置（内閣府）の対象となった地方公共団体
http://www8.cao.go.jp/pfi/shien/h28/h28_c_gaiyou.html

●浜松市（静岡県）水道

●伊豆の国市（静岡県）水道

●木古内町（北海道）水道

●村田町（宮城県）水道、下水道

●奈良市（奈良県）水道、下水道

●大牟田市（福岡県）水道、下水道

●宮城県 水道、工業用水道 下水道 ※いわゆる「宮城方式」

●小松市（石川県）下水道

●大分市（大分県）下水道

●宇部市（山口県）下水道

●須崎市（高知県）下水道

●三浦市（神奈川県）下水道

地方公共団体に対し、
コンセッション事業等
導入に係る検討に要
する調査委託費の全
額を国が助成

コンセッションで水道民営化をする可能性の高い自治体①
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内閣府民間資金等活用事業推進室によって、平成30年度「上下水道一体の事
業診断による経営の効率化促進事業」の支援を受けた自治体
https://www8.cao.go.jp/pfi/shien/h29/pdf/h29_c_shienkettei.pdf

●恵庭市（北海道）
●酒田市（山形県）
●津幡町（石川県）
●和歌山市（和歌山県）
●淡路広域水道企業団（兵庫県）
●赤磐市（岡山県）

地方公共団体に対し、

上下水道一体の事業
診断による経営の効
率化に係る検討に要
する調査委託費を助
成

コンセッションで水道民営化をする可能性の高い自治体②

厚労省による「コンセッション導入に向けた働きかけ（トップセールス）リスト」

平成29年2月
「水道分野におけるコンセッション導入促進について」
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 水道課
https://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/kaisai/keikaku/5kai/pdf/iinkai_shiryo_kb0506.pdf

●大阪市 ●奈良市
●広島県 ●橋本市
●紀の川市 ●ニセコ町
●浜松市 ●大津市
●宇都宮市 ●さいたま市
●柏市 ●横浜市
●岐阜市 ●岡崎市
●三重県 ●四日市市
●京都府 ●熊本市
●宮崎市

①コンセッション方式導入に
向けた実施方針を策定済み

②コンセッションを含む官民
連携検討のために、厚生労
働省の交付金や委託調査を
活用している

③下水道におけるコンセッ
ションを検討している
④人口20万人以上、平成25
年度に原則黒字経営、2040
年度まで人口減少率が20％
以下）

この条件に合う自治体の中
から特にコンセッションを強く
働きかける自治体を政府が
選定。

コンセッションで水道民営化をする可能性の高い自治体③

東京都も2018年1月より下水道コンセッション契約を本格的に
検討開始

東京都と宮城県
水道事業で包括的な連携協定

水質検査の支援や、災害時に復旧
作業の相互支援にあたるほか、７月
から都の職員２人を派遣するなど人
的交流も進める。

★東京水道サービス㈱★
出資比率：
 東京都（水道局）：51％

その他
 （株）クボタ
 （株）栗本鐵工所

 損害保険ジャパン日
本興亜（株）

 （株）みずほ銀行

 みずほ信託銀行
（株）

 （株）三菱UFJ銀行

 東京海上日動火災
保険（株）
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民営化にNO!を明確に表明する自治体も

●新潟県：水道法改正に反対する意見書を国に提出
●福井県：水道法改正に反対する意見書を国に提出

●長野県：水道法改正後、県議会は政府などに慎重に対応するよ
う求める意見書を提出

●神戸市：水道法改正後に、「コンセッションは導入しない」と市長
が明言
●青森市：市長が「コンセッションは導入しない」と明言
●秋田市：市長が「コンセッションは導入しない」と明言

●滋賀県・長浜水道企業団（長浜市が周辺６町と合併し水道事業
の統合を進めてきた）：

新ビジョンでコンセッションではなく、「直営重視」

●岩手中部水道企業団：施設の統廃合を進め、公共のまま維持で
きるしくみ

日本国憲法 第25条

１ すべて国民は、健康で文化的な最
低限度の生活を営む権利を有する。

２ 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならな
い。

おわりに―水は地域自治の基本ー

 「公共」という意味を見直し、再定義・発展させていく
＝単に現状の「公共サービスを維持する」だけでは足りない

 自分の自治体に適した公共サービスのあり方を民主的に議論する
＊どんなサービスが必要なのか？費用をどのように負担すべきか？
（水道の場合）ダウンサイズする必要がある場合はどこをどう縮小するのか？

民営化への対抗や再公営化運動は、
公共サービスの運営や公的所有を民主化する入り口

We write "Water" and read 
"Democracy"!
“水と言う名の民主化運動
です”
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